
３人の先生を教授にしないのは不当！ 
 
 
 
 
 
 
  

去る平成12年２月16日、中央労働委員会において、当法人が、教
授会から教授昇任候補者として推薦された貴殿らを教授に任用しな
かったことは労働組合法第７条第１号及び第３号に該当する不当労
働行為であり、当法人のかかる行為に対して貴組合及び貴殿らが不
当労働行為救済申し立てを行ったことを非難する等の内容の理事会
見解を教職員に送付し、掲示したことは、労働組合法第７条第３号
及び第４号に該当する不当労働行為であり、教授会をして上記推薦
の取下げを決議せしめたことは、労働組合法第７条第１号及び第３
号に該当する不当労働行為であり、また、当法人の学長が、貴殿ら
に貴組合からの脱退と上記申し立ての取下げを迫ったことは、労働
組合法第７条第３号に該当する不当労働行為であると認められまし
た。 
 今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 
 
平成16年４月１日 
 
湘南工科大学教職員組合 
 執行委員長 河口 央商 殿 
同組合員 河口 央商 殿 
同組合員 平良 邦夫 殿 
同組合員 岩崎 曻  殿 

学校法人湘南工科大学   
 理事長 小板橋 正光 

湘
南
工
大
の
す
べ
て
の
教
職
員
、
学
生
の
み
な
さ
ん
！ 

２
０
０
４
年
３
月
17
日
、
東
京
高
等
裁
判
所
（
以
下
「
高
裁
」）
は
、
湘
南
工
科
大
学
の
理
事
会
が

３
人
の
先
生
を
教
授
に
し
な
い
の
は 

〝不    

当〞 

と
の
判
決
を
下
し
ま
し
た
。
こ
の
事
件
は
、
教
授
会
が

決
め
た
３
人
の
先
生
た
ち
の
教
授
昇
格
を
糸
山
英
太
郎
前
理
事
長
（
前
学
長
）
が
認
め
ず
、
18
年
間

も
差
別
し
て
き
た
事
件
で
す
。
湘
南
工
大
に
は
学
園
を
よ
く
す
る
た
め
に
教
職
員
組
合
が
あ
り
、
大
学

の
民
主
的
発
展
、
教
職
員
の
働
く
条
件
や
学
生
の
勉
学
条
件
改
善
の
た
め
に
活
動
し
て
い
ま
す
。
糸
山

前
理
事
長
は「
組
合
員
は
教
授
に
し
な
い
」と
言
っ
て
辞
令
を
出
さ
ず
に
差
別
を
続
け
て
き
た
も
の
で
、

他
の
大
学
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
。
高
裁
判
決
で
も
湘
南
工
大
の
出
来
事
は
「
実
に
、
特
異
か

つ
異
常
と
い
う
ほ
か
な
く
」
と
断
言
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
高
裁
の
前
に
争
わ
れ
た
東
京
地
裁
で
も
理

事
会
は
敗
訴
し
て
い
ま
す
が
、
地
裁
で
証
人
と
な
っ
た
組
合
役
員
の
二
人
の
先
生
（
情
報
工
学
科
の
河

口
央
商
教
授
、
電
気
電
子
メ
デ
ィ
ア
工
学
科
の
菊
地
慶
祐
助
教
授
）
を
、
地
裁
で
敗
訴
し
た
後
の
２
０

０
２
年
８
月
に
、
乱
暴
に
も
懲
戒
解
雇
し
て
い
ま
す
。 

高
裁
判
決
は
理
事
会
が
最
高
裁
に
訴
え
る
こ
と
を
断
念
し
た
こ
と
に
よ
り
３
月
31
日
に
確
定
し
ま

し
た
。
判
決
に
従
わ
な
け
れ
ば
裁
判
所
か
ら
過
料
が
課
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
な
か
、
理
事
会
は
判
決

に
従
っ
て
組
合
と
当
事
者
へ
の
謝
罪
文
を
１
号
館
に
掲
示
（
４
／
１
〜
４
／
10
）
し
、
１
９
９
１(

Ｈ

3)

年
４
月
１
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
教
授
と
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
が
、
懲
戒
解
雇
に
つ
い
て
は
撤

回
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
謝
罪
文
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
公
教
育
の
場
で
あ
る
湘

南
工
大
か
ら
不
当
な
解
雇
を
な
く
す
た
め
に
、二
人
の
先
生
の
解
雇
を
速
や
か
に
撤
回
す
る
よ
う
理
事

会
に
申
し
入
れ
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
支
援
を
お
願
い
し
ま
す
。 

１号館に掲示された 
学園の謝罪文（全文） 

湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会 
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 2-5-23 第１桂城ビル３F 東京私大教連内 
TEL：03-3208-8071  FAX：03-3208-0430 

３人の先生に 
学園が謝罪  

東
京
高
裁
の
審
判
く
だ
る 

二人の先生の不当な解雇を撤回させましょう！ 


